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神戸市公立大学法人契約職員就業規則 

2023年４月１日 

規則第30号 

   第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、労働基準法（昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。）第

89条の規定に基づき、神戸市公立大学法人（以下「法人」という。）に勤務する契約

職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。 

（職員の定義及び適用範囲） 

第２条 この規則において「契約職員」とは、期間を定めて雇用する職員のうち、非常

勤講師及びパート職員を除く者をいう。 

   第２章 人事 

    第１節 採用 

（採用） 

第３条 契約職員の採用は、選考による。 

２ 契約職員の選考方法、その他必要な事項については、理事長が別に定める。 

（契約期間と更新） 

第４条 契約職員の契約期間は、１年以内とする。ただし、別に定める判断基準を勘案

して更新をすることを妨げない。契約を更新する場合であっても、契約期間を通算し

て３年を超えることができない。 

２ 前項の規定にかかわらず、別に定める判断基準を勘案し、かつ勤務態度、勤務成績

及び能力が特に優秀であり、理事長が特に必要であると判断したときは、契約を更新

することができる。ただし、この場合であっても、契約期間は通算５年を超えること

はできない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、神戸市立工業高等専門学校に勤務する契約職員（ただ

し、技術教育支援を行う技術職員に限る。）のうち、別に定める判断基準を勘案し、か

つ勤務態度、勤務成績及び能力が特に優秀であり、理事長が特に必要であると判断し

たときは、通算５年を超えて契約を更新することができる。 

（提出書類） 

第５条 契約職員に採用される者は、法人が必要と認める書類を理事長に提出しなけれ

ばならない。ただし、雇用期間を更新するときは、省略することがある。 

２ 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、その都度速やかに、理事長に届

け出なければならない。 

（試用期間） 

第６条 新たに採用した者については、採用の日から２か月間の試用期間を設ける。た

だし、理事長が必要と認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。 
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２ 前項の試用期間は、理事長が必要と認めたときは、６か月に至るまで延長すること

ができる。 

３ 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として労働させることが不適当で

あると認められる者については、解雇するか又は本採用を行わない。 

４ 試用期間は勤続年数に通算する。 

（労働条件の明示） 

第７条 理事長は、契約職員の採用に際しては、採用しようとする契約職員に対し、あ

らかじめ次の事項を記載した文書を交付するものとする。 

 ⑴ 労働契約の期間（以下「契約期間」という。）に関する事項 

 ⑵ 更新に関する事項（更新しないときの事由を含む。） 

 ⑶ 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

 ⑷ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間並びに就業時

間変更の可能性に関する事項 

 ⑸ 休日に関する事項 

 ⑹ 休暇に関する事項 

 ⑺ 給与に関する事項 

 ⑻ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

    第２節 異動 

（配置転換） 

第８条 業務上の都合により必要があるときは、契約職員に配置転換を命じることがあ

る。この場合、契約職員は正当な理由がない限りこの命令を拒否することはできない。 

    第３節 退職及び解雇 

（退職） 

第９条 契約職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職するものとし、契約

職員としての身分を失う。 

 ⑴ 自己都合により退職を願い出て、理事長から承認されたとき。 

 ⑵ 契約期間が満了したとき。 

 ⑶ 死亡したとき。 

２ 退職を願い出た職員が第65条に定める各号のいずれかに該当し、懲戒処分の手続き

中であるときは、前項第１号の規定にかかわらず、当該退職を認めないことがある。 

（自己都合による退職手続き） 

第10条 契約職員は自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30

日前までに所定の退職願を提出しなければならない。 

（解雇） 

第11条 契約職員が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。 

 ⑴ 勤務実績が不良で就業に適しないと認められたとき。 
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 ⑵ 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪え得ないとき。 

 ⑶ 素行不良等、その職務に必要な適性を著しく欠くとき。 

 ⑷ 禁固以上の刑に処せられたとき。 

 ⑸ 事業活動の縮小により剰員を生じたとき。 

 ⑹ 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業経営が不可能となったとき。 

 ⑺ 公職選挙法（昭和25年法律第100号）第３条に規定する公職に就任し、業務の遂

行が著しく阻害されるおそれのあるとき。 

 ⑻ その他前各号に準ずる事由があるとき。 

（解雇制限） 

第12条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。

ただし、天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業経営が不可能となった場

合で、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき、及び第１号の場合において、療

養開始後３年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労基法第81条の規定により打切

補償を支払うとき、若しくは労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第19条の

規定により打切補償を支払ったものとみなされるときは、この限りでない。 

 ⑴ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間 

 ⑵ 女性職員が出産のために休業する期間及びその後30日間 

（解雇予告） 

第13条 契約職員を解雇するときは、次の各号のいずれかに該当するときを除き、少な

くとも30日前に本人に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払

わなければならない。この場合、予告の日数は、１日について平均賃金を支払ったと

きは、その日数を短縮することができる。 

⑴  試用期間中の者（14日を超えて引き続き雇用された者を除く。） 

⑵ 第65条に定める懲戒解雇をする場合で、所轄の労働基準監督署長の認定を受けた

とき。 

 ⑶ 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業経営が不可能となった場合

で、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。 

（退職後の責務） 

第14条 退職し、又は解雇された者は、法人において備品登録及び蔵書登録をされてい

るすべての物品を返還しなければならない。 

（退職証明書及び解雇理由証明書） 

第15条 退職し、又は解雇された契約職員から労基法第22条に定める証明書の交付請求

があったときは、これを交付する。 

２ 証明書には、退職若しくは解雇された者又は解雇を予告された者が請求した事項の

みを証明するものとする。 

   第３章 給与 
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（給与の決定） 

第16条 契約職員の給与の支給単位は月給、日給又は時間給による額とし、単位及びそ

の額は個別に通知する。 

（給与の種類） 

第17条 契約職員の給与の種類は、次条から第21条に規定する基本給、通勤手当、時間

外勤務手当及び休日勤務手当とする。 

（基本給） 

第18条 契約職員の基本給は、月給、日給又は時間給によるものとし、個別に定める。 

（通勤手当） 

第19条 契約職員の通勤手当は個別に定める。 

（時間外勤務手当） 

第20条 第38条に規定する労働時間（以下「正規の労働時間」という。）外に契約職員

に労働を命じたときは、正規の労働時間外に労働した全時間に対して、労働１時間に

つき、第23条に規定する労働１時間当たりの給与額に正規の労働時間外に労働した次

の各号に掲げる労働の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合から100分の150

までの範囲内で、理事長が定める割合（その労働が午後10時から翌日の午前５時まで

の間であるときは、その割合に100分の25を加算した割合）を乗じて得た額を時間外

勤務手当として支給する。 

 ⑴ 正規の労働時間が割り振られた日（次条第２項の規定により正規の労働時間中に

労働した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次号において同

じ。）における労働 100分の125 

 ⑵ 前号に掲げる労働以外の労働 100分の135 

２ 正規の労働時間外に労働することを命ぜられ、正規の労働時間外の労働の時間が１

か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて労働した全時間に対して、

前項の規定にかかわらず、労働１時間につき、第23条に規定する労働１時間当たりの

給与額に100分の150（その労働が午後10時から翌日の午前５時までの間であるときは、

100分の175）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

３ 時間外勤務手当は、その月分を翌月20日に支給する。 

（休日勤務手当） 

第21条 正規の労働時間が割り振られた日が、第40条第３項に規定する休日（以下、本

条において「休日」という。）に当たるときは、正規の給与を支給する。 

２ 休日において、正規の労働時間中に労働することを命ぜられた契約職員には、正規

の労働時間中に労働した全時間に対して、労働１時間につき第23条に規定する労働１

時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。た

だし、当該休日が第44条の規定に基づき他の日に振り替えられた契約職員には、当該

休日については、休日勤務手当は支給しない。 
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３ 休日勤務手当は、その月分を翌月20日に支給する。 

（給与の日割単価の算出） 

第22条 給与の日割単価は、次の各号に定めるところにより算出する。 

 ⑴ 契約職員の基本給が月給により定められているときの給与の日割単価は、給料月

額に12を乗じ、その額を１週間の労働時間に52を乗じたもので除して得た額に１日

の労働時間を乗じて得た額とする。 

 ⑵ 契約職員の基本給が、日給により定められているときの給与の日割単価は、当該

日給とする。 

 ⑶ 契約職員の基本給が、時間給により定められているときの給与の日割単価は、基

本給に所定労働時間を乗じて得た額とする。 

（労働１時間当たりの給与額の算出） 

第23条 労働１時間当たりの給与額は次の各号に定めるところにより算出する。 

 ⑴ 契約職員の基本給が月給により定められているときの労働１時間当たりの給与

額は、基本給を理事長が別に定める月間所定労働時間で除して得た額とする。 

 ⑵ 契約職員の基本給が日給により定められているときの労働１時間当たりの給与

額は、基本給を所定労働時間で除して得た額とする。 

 ⑶ 契約職員の基本給が時間給により定められているときの労働１時間当たりの給

与額は、当該時間給とする。 

（給料の支払） 

第24条 この規則に基づく給料は、その全額を通貨で直接契約職員に支払う。ただし、

次の各号のいずれかに該当するものは、契約職員に給料を支給する際、給料から控除

することができる。 

 ⑴ 法令で定めるもの 

 ⑵ 労基法第24条第１項ただし書の協定によるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、契約職員から申出があったときは、その者に対する給料

の全部又は一部を口座振込の方法により支払うことができる。 

（給料の支給方法） 

第25条 給料は、月の１日から末日までの期間について、その月額の全額を支給する。 

２ 給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、支給日が休日（国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。）に規定する休日をいう。）、

日曜日又は土曜日にあたるときは、順次繰り上げるものとする。 

（中途採用及び中途退職の取扱い） 

第26条 月給の契約職員が給与計算期間の中途において採用されたとき、又は退職した

若しくは解雇されたときの給与の支給額は、第22条に規定する給与の日割単価に採用

された月、又は退職した若しくは解雇された月の労働日数を乗じて得た額とする。た

だし、支給額は基本給を上限とする。 
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（退職・解雇に伴う給料の支払） 

第27条 契約職員が退職又は解雇されたときの給料は、第25条に定める給料の支給日に

給料を支払うものとする。 

（遺族の範囲及び順位） 

第28条 死亡退職により給与を支払うときの遺族の範囲又は順位は、神戸市公立大学法

人職員退職手当規則（2023年４月規則第50号）第４条の規定を準用する。 

（勤務を欠くときの基本給の減額） 

第29条 契約職員が定められた労働時間内において勤務を欠いたとき（有給の休暇とし

て取り扱われるときを除く。）は、その労働しなかった時間に対応する基本給は支給し

ない。 

（勤勉手当） 

第30条 契約職員に勤勉手当を支給することができる。 

２ 勤勉手当に関する必要な事項については、理事長が別に定める。 

   第４章 服務 

（誠実義務） 

第31条 契約職員は職務上の義務を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、理事長の

指示命令に従い、職場の秩序・規律の維持に努めなければならない。 

（職務専念義務） 

第32条 契約職員は、職責遂行のためにその労働時間及び職務上の注意力のすべてを使

い、職務に専念しなければならない。 

２ 契約職員は、理事長が適当であると認めるときに、職務に従事する義務を免除され

る。職務専念義務免除の承認手続その他必要な事項については、別に定める。 

（信用失墜行為の禁止） 

第33条 契約職員は法人の信用を傷つけ、又は職員全体の名誉を毀損するような行為を

してはならない。 

（遵守義務） 

第34条 契約職員は、法人の敷地及び施設内で喧噪その他の秩序・風紀を乱す行為をし

てはならない。 

２ 契約職員は、法人の敷地及び施設内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売

買を行うときは、あらかじめ理事長、学長又は校長の許可を得なければならない。 

３ 契約職員は以下の各号に該当する文書及び図画の配布又は掲示を行ってはならな

い。 

 ⑴ 法人の業務の正常な運営を妨げるおそれのあるもの 

 ⑵ 第33条に規定する信用失墜行為に該当するおそれのあるもの 

 ⑶ 他人の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷に該当するおそれのあるもの 

４ 契約職員は、法人の敷地及び施設内で文書及び図画を配布若しくは掲示し、又は集
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会若しくは演説を行うときは、法人の業務の遂行を妨げてはならない。 

５ 契約職員は、通信機器を職務に関連する用途以外に用いてはならない。 

（秘密の保持） 

第35条 契約職員は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。ただし、法令に基

づく証人又は鑑定人等として、理事長の許可を受けたときはこの限りでない。 

２ 前項の規定は、退職し又は解雇された後においても適用する。 

（ハラスメントの防止） 

第36条 契約職員は、ハラスメントの防止に努めなければならない。 

２ ハラスメントの防止等については、神戸市公立大学法人ハラスメントの防止等に関

する規程（2007年４月規程第15号）の定めるところによる。 

（兼業制限） 

第37条 契約職員は、理事長の許可を受けたときでなければ、他の業務に従事し、又は

自ら営利企業を営んではならない。 

２ 契約職員の兼業の許可手続等については、神戸市公立大学法人兼業規則（2023年４

月規則第43号）の定めるところによる。 

   第５章 労働時間、休日及び休暇等 

（労働時間） 

第38条 契約職員の労働時間は、休憩時間を除き原則として、１日７時間45分、１週当

たり38時間45分とする。 

２ 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、原則として次のとおりとする。ただ

し、神戸市立工業高等専門学校（以下「高等専門学校」という。）に勤務する職員の始

業及び終業の時刻並びに休憩時間は第４項に定める。 

 ⑴ 始業時刻   ８時30分 

 ⑵ 終業時刻   17時15分 

 ⑶ 休憩時間   12時30分から13時30分 

３ 神戸市外国語大学に勤務する契約職員においては、別表第１に基づき、月ごとに定

めるシフト表により始業及び終業時刻を定める。 

４ 高等専門学校に勤務する職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、原則として

次のとおりとする。 

⑴ 始業時刻   ８時30分又は8時50分 

⑵ 終業時刻   17時15分又は17時35分 

⑶ 休憩時間   11時30分から12時30分又は12時50分から13時05分及び16時30分

から17時15分 

５ 業務上の必要があるときは、第２項から前項までの規定にかかわらず、１日の労働

時間が７時間45分を超えない範囲内で、始業及び終業の時刻並びに休憩時間の時間帯

を変更することがある。 
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（１か月単位の変形労働時間制） 

第39条 理事長は、就業規則第２条に規定する教員（ただし、高等専門学校に勤務する

教員に限る。）については、労基法第32条の２に基づき、毎月１日を起算日とする１

か月単位の変形労働時間制を適用する。 

２ 前項における１か月単位の変形労働時間制の実施にあたり必要な事項については、

別に定める。  

（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等） 

第40条 理事長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある

ときは、その必要限度において、契約職員に正規の労働時間外又は週休日若しくは休

日の労働を命ずることができる。この場合において、労基法第33条第１項の手続きを

必要とするものとする。 

（休憩時間） 

第41条 契約職員の休憩時間は、１日の労働時間が、６時間を超えるときは少なくとも

45分、８時間を超えるときは少なくとも１時間の休憩時間をそれぞれ労働時間の途中

に与えるものとする。 

２ 前項の休憩時間は、業務上の必要があるときは、労基法第34条第２項の規定による

協定の定めるところにより一斉に与えないことがある。 

（週休日及び休日） 

第42条 日曜日及び土曜日は、週休日（労働時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）

とする。 

２ 前条が適用される契約職員については、前項の規定を適用しない。 

３ 契約職員の休日は、次の各号に定める日とする。 

 ⑴ 祝日法に規定する休日 

 ⑵ 12月28日から翌年１月４日までの日（前各号に定める休日を除く。） 

（時間外労働、休日等労働及び深夜労働） 

第43条 業務の都合上必要があるときは、第38条の規定にかかわらず、労基法第36条に

規定する手続を経て、時間外労働又は休日等労働を命ずることができる。 

（休日及び週休日の振替） 

第44条 理事長は、週休日及び休日（以下、本条において「週休日等」という。）にお

いて、契約職員に特に労働することを命ずる必要があるときは、当該職員の週休日等

を他の日に振り替えることができる。 

２ 前項の規定により週休日等の振替を行うときは、特に労働することを命ずる必要が

ある日を起算日とする４週間前の日から特に労働することを命ずる必要がある日を

起算日とする４週間後の日までの期間内にある労働日について行わなければならな

い。ただし、週休日等の振替を行った後において、週休日等が４週間を通じ４日以上

となり、かつ、連続労働日数が24日を超えないようにしなければならない。 
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３ 前項の規定にかかわらず、休日開講日については当該職員の週休日等を当該年度内

の他の日に振り替えることができる。ただし、週休日等の振替を行った後において、

週休日等が４週間を通じ４日以上となり、かつ、連続労働日数が24日を超えないよう

にしなければならない。 

４ 理事長は、週休日等の振替を行ったときは、契約職員に対して速やかにその内容を

通知するものとする。 

５ 前４項の規定にかかわらず、理事長は給与が日給又は時給で支給されている契約職

員の週休日等を振り替えずに、当該職員の週休日等における労働を時間外労働として

扱うことができる。 

（育児時間） 

第45条 理事長は子を育てる契約職員に対して、請求により産後休暇期間の終了の日の

翌日から１年に限り、１日２回各々45分の育児時間を与える。 

（介護時間） 

第46条 理事長は、負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営

むのに支障がある者の介護をするため１日の労働時間の一部につき労働しないこと

が相当であると認められる契約職員に対して、請求により、１日につき２時間を超え

ない範囲で15分を単位として介護時間を与える。 

２ 介護時間の取得期間は、被介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごと

に、初めて介護時間の承認を受けて労働しない時間がある日を起算日として、連続す

る３年の期間内において必要と認められる期間とする。なお、介護時間の取得期間で

ある連続する３年の期間内において、同一の被介護者にかかる介護休暇を取得すると

きは、当該介護休暇の取得期間内に、介護時間を取得することはできない。 

３ 介護時間と育児部分休業又は育児時間を同日に取得するときは、その合計時間を合

わせて２時間までとする。 

４ 介護時間を承認され労働しなかった時間については、給与を減額して支給する。 

（妊産婦の取扱い） 

第47条 理事長は、妊娠中の契約職員及び産後１年を経過しない契約職員が請求したと

きは、時間外労働、休日等労働又は午後10時から午前５時までの間における労働を命

じないものとする。 

（深夜労働の制限） 

第48条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある契約職員から申出があっ

たときは、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）労働を命じてはな

らない。 

２ 理事長は、家族を介護する契約職員から申出があったときは、深夜労働を命じては

ならない。 

（時間外労働の制限） 
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第49条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある契約職員が請求したとき

は、１月に24時間、１年に150時間を超えて時間外労働を命じてはならない。ただし、

事業の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。 

２ 理事長は、家族を介護する契約職員が請求したときは、１月に24時間、１年に150

時間を超えて時間外労働を命じてはならない。 

（所定外労働の免除） 

第50条 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する契約職員が請求した

ときは、所定労働時間を超えて労働させてはならない。ただし、事業の正常な運営を

妨げるときは、この限りでない。 

２ 理事長は、家族を介護する契約職員が請求したときは、所定労働時間を超えて労働

させてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りでない。 

（年次有給休暇） 

第51条 年次有給休暇を与える契約職員の要件及びその日数は、それぞれ次の各号に定

めるとおりとする。 

 ⑴ 契約職員が、雇用の日から６か月継続労働し全労働日の８割以上労働し、又は雇

用の日から１年６月以上継続して労働し６か月経過日から起算してそれぞれ１年

間の全労働日の８割以上出勤したときは、それぞれ次の１年間において、別表第２

に定める日数を付与する。 

 ⑵ 年次有給休暇は、20日を限度として、次の１年間に繰り越すことができる。 

２ 前項にかかわらず、理事長が特に必要と認めるときは別に定める。 

（年次有給休暇の付与単位） 

第52条 年次有給休暇の単位は１日、半日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、１日の労働時間が７時間45分未満の契約職員は、半日単

位の休暇を取得することができない。 

３ 理事長は、労使間の協定に基づき、１年につき法定年休の５日を限度として、１時

間を単位とする年次有給休暇を与えることができる。 

（自由年休） 

第53条 年次有給休暇を取得する契約職員は、理事長に対して、その取得時季を指定す

るものとする。ただし、契約職員の指定した時季に年次有給休暇を与えることが事業

の正常な運営を妨げるときは、理事長は他の時季にこれを与えることができる。 

２ 契約職員による年次有給休暇の取得時季の指定は、事前にその時季を届け出ること

によって行う。ただし、年次有給休暇を取得する契約職員が、やむを得ない事由によ

り事前にその取得時季を指定できなかったときは、その事由とともに、年次有給休暇

を取得したことを、事後速やかに理事長に届け出なければならない。 

（指定年休） 

第54条 理事長は、年次有給休暇を10日以上付与された契約職員に対して、付与日（契
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約職員が年次有給休暇を取得する権利が発生した日をいう。）から１年以内の期間に、

その職員の有する年次有給休暇日数のうち５日について、当該職員の意見を聴取し、

その意見を尊重した上で、時季を指定して与えなければならない。 

（自由年休と指定年休の関係） 

第55条 前条の規定にかかわらず、契約職員が第53条に基づき取得した年次有給休暇の

日数分については、理事長は時季を指定して契約職員に対して年次有給休暇を与える

ことを要しない。 

（病気休暇） 

第56条 病気休暇は１年度ごとにおける有給の休暇とし、契約職員（６月以上の契約期

間が定められている者又は継続労働期間が６月以上ある者（週以外の期間によって労

働日が定められている者で１年間の労働日の日数が47日以下であるものを除く。）に

限る。）が医師の証明等に基づき負傷又は疾病のため療養する必要があり、その労働

しないことがやむを得ないと認められる場合に与えるものとする。 

２ 病気休暇の日数は、第42条に規定する週休日及び休日を除き、週の期間によって労

働日が定められている契約職員については、１週間における労働日の日数、週以外の

期間によって労働日が定められている契約職員については、１年間における労働日の

日数に応じて、１年度において別表第３のとおりとする。ただし、１週間における労

働日が４日以下とされている契約職員で１週間における労働時間が29時間以上であ

るものについては、１週間における労働日の日数を５日とみなす。 

２ 本条における年度とは、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。 

（特別休暇） 

第57条 契約職員の特別休暇は、有給又は無給とし、別表第４のとおりとする。 

２ 特別休暇の期間については、日数で定められているものを除き、週休日及び休日を

含むものとする。 

３ 特別休暇について、理事長が特に必要と認めるときは別に定める。 

（特別休暇の手続） 

第58条 契約職員は前条の特別休暇を請求するときは、理事長に、事前に願い出なけれ

ばならない。ただし、特別休暇のうち忌服休暇を受けるとき又はやむを得ない事情に

より事前に休暇の願い出をすることができなかったときについては、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合において、契約職員は事前に特別休暇を請求できなかった事由

を付して速やかに理事長に特別休暇の取得を届け出て、その承認を受けなければなら

ない。 

（育児休業） 

第59条 契約職員のうち子の出生後８週間を経過する日の翌々日から１歳に満たない

子の養育を必要とする者は、その期間において２回に限り、理事長に申し出て育児休

業を取得することができる。ただし、申出の時点において、その養育する子が１歳６
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か月に達する日までの間に、その労働契約（労働契約が更新されるときにあっては、

更新後のもの）が満了することが明らかなときは、この限りでない。  

２ 理事長は、契約職員から育児休業の申出があったときは、これを拒むことができな

い。ただし、労使間の協定により育児休業をすることができない者として定められた、

次に掲げる契約職員から育児休業の申出があったときは、この限りでない。 

 ⑴ 育児休業の申出があった日の翌日から起算して１年以内に雇用関係が終了する

ことが明らかな契約職員 

⑵ 週の所定労働日数が２日以下の契約職員 

３ 育児休業の期間は、子が１歳に達するまでを限度として「育児休業申出書」に１回

の休業ごとに記載された期間とする。ただし、次の各号に掲げるいずれかの事由が生

じたときは、当該事由が生じた日（第３号に掲げる事情が生じたときにあっては、そ

の前日）に育児休業は終了する。 

⑴ 子の死亡等、育児休業に係る子を養育しないこととなったとき。 

⑵ 育児休業に係る子が１歳に達したとき。 

⑶ 育児休業している契約職員が、産前産後休暇、介護休業又は新たな育児休業期間

が始まったとき。 

４ 契約職員の配偶者（内縁関係を含む。以下同じ）がその契約職員と同じ日又はそれ

より先に育児休業をしているときは、契約職員は、子が１歳２か月に達するまで育児

休業を取得することができる。ただし、この場合においても、育児休業期間の上限は

１年間（母親のときは、出生日以降の産前・産後休暇と合わせて１年間）とする。 

５ 契約職員が、その申出に係る子について、その子が１歳に達する日の前日において

その職員又はその配偶者がすでに育児休業をしている場合で、次の各号のいずれかの

事由に該当するときは、第３項の規定にかかわらず、申出によりその養育する子が１

歳から１歳６か月に達するまでの間（労働契約の満了日が１歳６か月に達するまでの

間にあるときはその満了日まで）、育児休業期間を延長することができる。この場合

において、新たな育児休業開始予定日はその申出に係る子の１歳到達日又は配偶者が

既に育児休業をしている場合には、その育児休業終了予定日の翌日以前の日からとし、

延長を希望する職員はその開始予定日の２週間前までに申し出なければならない。 

⑴ 保育所等に入所を希望しているが入所できないとき。 

⑵ 育児休業の対象となる子の親である配偶者で、その子が満１歳に達する日以降養

育に当たる予定であった者が、次のいずれかの事由に該当したとき。 

  ア 死亡したとき。 

  イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、その子を養育すること

が困難な状況になったとき。 

  ウ 婚姻の解消その他の事情によって、育児休業の対象となる子と同居しないこ

とになったとき。 
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  エ ６週間（多胎妊娠のときにあっては14週間）以内に出産する予定であるか、

又は産後８週間を経過しないとき。 

６ 契約職員が、その申出に係る子について、その子が１歳６か月に達する日の前日に

おいてその職員又はその配偶者がすでに育児休業をしている場合で、次の各号のいず

れかの事由に該当するときは、第３項の規定にかかわらず、申出によりその養育する

子が１歳６か月から２歳に達するまでの間（労働契約の満了日が２歳に達するまでの

間にあるときはその満了日まで）、育児休業期間を延長することができる。この場合

において、新たな育児休業開始予定日はその申出に係る子の１歳６か月到達日又は配

偶者が既に育児休業をしている場合には、その育児休業終了予定日の翌日以前の日か

らとし、延長を希望する契約職員はその予定日の２週間前までに申し出なければなら

ない。 

⑴ 保育所等に入所を希望しているが入所できないとき。 

⑵ 育児休業の対象となる子の親である配偶者で、その子が満１歳に達する日以降養

育に当たる予定であった者が、次のいずれかの事由に該当したとき。 

  ア 死亡したとき。 

  イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、その子を養育すること

が困難な状況になったとき。 

  ウ 婚姻の解消その他の事情によって、育児休業の対象となる子と同居しないこ

とになったとき。 

  エ ６週間（多胎妊娠のときにあっては14週間）以内に出産する予定であるか、

又は産後８週間を経過しないとき。 

７ 労働契約の満了日を育児休業終了予定日として育児休業をしている契約職員が、そ

の育児休業に係る子について、当該労働契約更新後の雇用期間初日を新たな育児休業

開始予定日として育児休業の延長を申し出るときは、新たな育児休業開始予定日は、

第５項後段及び第６項後段の規定に関わらず、当該更新後の雇用契約期間の初日とす

る。 

８ 契約職員は、育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、１回の休

業につき１回に限って育児休業開始予定日を繰り上げることができる。 

９ 契約職員は、育児休業終了予定日の１か月前までに申し出ることにより、１回の休

業につき１回に限って育児休業終了予定日を繰り下げることができる。 

10 前項の規定にかかわらず、第５項に基づく育児休業のときは、子が１歳から１歳６

か月に達するまでの期間内で１回に限って育児休業終了予定日の２週間前までに申

し出ることで、育児休業終了予定日を繰り下げることができる。 

11 前項の規定は、第６項に基づく育児休業についても準用する。この場合において、

「子が１歳から１歳６か月に達するまでの期間内で」とあるのは「子が１歳６か月か

ら２歳に達するまでの期間内で」と読み替えるものとする。 
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12 育児休業等期間中の給与は無給とする。 

13 前12項に定めるもののほか、契約職員の育児休業等については、神戸市公立大学法

人職員育児休業等に関する規則（2023年４月規則第39号。以下「育児休業規則」とい

う。）の例による。 

（出生時育児休業） 

第60条 産後休暇を取得していない契約職員のうち、出生日から８週間を経過する日の

翌日までの子の養育を必要とする者は、その期間において２回に限り理事長に申し出

て出生時育児休業を取得することができる。ただし、申出の時点において、その養育

する子の出生の日から起算して８週間を経過する日の翌日から６月を経過する日ま

での間に、その労働契約（労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの）が

満了することが明らかな場合は、この限りでない。 

２ 理事長は、契約職員から出生時育児休業の申出があったときは、これを拒むことが

できない。ただし、労使間の協定により出生時育児休業をすることができない者とし

て定められた次に掲げる契約職員から出生時育児休業の申出があった場合は、この限

りでない。 

⑴ 出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して８週以内に雇用関係が終

了することが明らかな契約職員 

⑵ 週の所定労働日数が２日以下の契約職員 

３ 育児休業の期間について定めた前条第３項の規定は、出生時育児休業の期間につい

て準用する。この場合において、「１歳」とあるのは「出生日から８週間を経過する

日の翌日」と読み替えるものとする。 

４ 契約職員は、出生時育児休業開始予定日の１週間前までに申し出ることにより、１

回の休業につき１回に限って出生時育児休業開始予定日を繰り上げることができる。 

５ 契約職員は、出生時育児休業終了予定日の２週間前までに申し出ることにより、１

回の休業につき１回に限って出生時育児休業終了予定日を繰り下げることができる。 

６ 出生時育児休業期間中の給与は無給とする。 

７ 前６項に定めるもののほか、契約職員の出生時育児休業については、育児休業規則

の例による。 

（介護休業等） 

第61条 契約職員の家族で傷病のため介護を要する者がいるときは、理事長に申し出て

介護休業を取得することができる。ただし、申出の時点において、介護休業を開始し

ようとする日より起算して93日を経過した日から６か月を経過する日までに労働契

約期間が満了し、更新されないことが明らかな者は、この限りでない。 

２ 介護休業等期間中の給与は無給とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、契約職員の介護休業等については、神戸市公立大学法

人職員介護休業等に関する規則（2023年４月規則第40号）の例による。 
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   第６章 就業場所 

（通常の就業場所以外の労働） 

第62条 理事長は、業務の都合上必要があると認められるときは、契約職員に通常の就

業場所を離れて労働することを命ずることができる。 

２ 契約職員が前項による労働をした場合において、労働時間を算定しがたいときは、

第38条に定める労働時間を労働したものとみなす。 

 （在宅勤務） 

第63条 契約職員の在宅勤務に関する事項については、この規則に定めるもののほか神

戸市公立大学法人職員の在宅勤務規程（2020年11月規程第４号）に定める。 

   第７章 研修 

（研修） 

第64条 契約職員は自己啓発に努めなければならない。 

２ 理事長は契約職員の研修機会の提供に努めなければならない。 

３ 理事長は業務上の必要があるときは、契約職員に研修を命じることができる。 

４ 契約職員は法人の職務に支障のない限り、理事長の承認を受けて、勤務場所を離れ

て研修を受けることができる。 

   第８章 懲戒等 

（懲戒の事由） 

第65条 契約職員が次の各号の一に該当するときは、所定の手続きの上、懲戒を行うこ

とができる。 

 ⑴ 正当な理由がなく無断欠勤をしたとき。 

 ⑵ 正当な理由がなく、遅刻、早退を繰り返したとき。 

 ⑶ 故意又は重大な過失によって法人に損害を与えたとき。 

 ⑷ 重大な刑法上の犯罪行為を行ったとき。 

 ⑸ 法人の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。 

 ⑹ 重大な経歴詐称を行ったとき。 

 ⑺ この規則その他法人の定める諸例規に違反したとき。 

 ⑻ その他の前各号に準ずる事由があるとき。 

（懲戒） 

第66条 懲戒は次の区分により行う。 

 ⑴ 戒告 将来を戒める。 

 ⑵ 減給 一回の額は労基法第12条に規定する平均賃金の一日分の半額を超えず、総

額は一給与支払い期間の給与総額の10分の１を超えない範囲とする。 

 ⑶ 停職 １日以上６月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間

の給与を支給しない。 

 ⑷ 諭旨免職 退職願いの提出を勧告し、これに応じないときは、30日前に予告して、
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又は30日の平均賃金を支払って解雇する。 

 ⑸ 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇し、労働基準監督署長の認定を受け

たときは、解雇予告手当は支給しない。 

（訓告） 

第67条 前条による懲戒の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する

ために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を与えることができる。 

（損害賠償請求） 

第68条 契約職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えたときは、損害賠償

を請求することができる。 

   第９章 安全衛生 

（協力義務） 

第69条 契約職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法（昭和47年法

律第57号）及び、その他関係法令の定めるもののほか、理事長の指示に従うとともに、

法人が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。 

（安全衛生管理） 

第70条 理事長は、契約職員の安全の確保及び健康の保持増進に必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（安全衛生に関する事項） 

第71条 契約職員の安全衛生について必要な事項は、本章のほか、別に定める神戸市公

立大学法人職員安全衛生管理規程（2007年４月規程21号）による。 

（安全衛生教育） 

第72条 法人は、契約職員に対し、雇い入れ又は配置転換等により作業内容を変更した

ときは、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行わなければならない。 

２ 契約職員は、法人が行う安全及び衛生に関する教育及び訓練を受けなければならな

い。 

（安全衛生に関する遵守事項） 

第73条 契約職員は、次の事項を遵守しなければならない。 

 ⑴ 安全及び衛生についての理事長の命令及び指示を守り、実行すること。 

 ⑵ 常に職場の整理、整頓及び清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。 

 ⑶ 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設を勝手に

動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。 

（健康診断） 

第74条 法人は、１週間あたり労働時間が30時間以上である契約職員に対し、毎年定期

に健康診断を行う。 

２ 前項のほか、必要に応じて全部又は一部の契約職員に対し、臨時にこれを行うこと

がある。 
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３ 理事長は、前２項の健康診断の結果、契約職員の健康を保持する必要があると認め

るときは、その職員の実情を考慮して、就業場所の変更、業務の転換、労働時間の短

縮等の必要な措置を講じなければならない。 

（就業禁止） 

第75条 契約職員又は契約職員の同居人若しくは近隣の者が、他人に伝染するおそれの

ある疾病にかかり、又はその疑いがあるときは、当該契約職員の就業を禁止すること

ができる。 

２ 契約職員は、自己、同居人又は近隣の者が他人に伝染するおそれのある疾病にかか

り、又はその疑いがあるときは、直ちに上司に届け出て、その命令に従わなければな

らない。 

   第10章 出張 

（出張） 

第76条 理事長は、業務上必要があるときは、契約職員に出張を命じることができる。 

２ 出張を命じられた契約職員は、出張を終えたときは、速やかに報告しなければなら

ない。 

（旅費） 

第77条 前条の出張に要する費用については、神戸市公立大学法人旅費規則（2023年４

月規則第49号）の定めるところによる。 

   第11章 災害補償 

（業務上の災害補償） 

第78条 契約職員の業務上の災害については、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第

50号。以下「労災法」という。）の定めるところによる。 

（通勤途上災害） 

第79条 契約職員の通勤途上における災害については、労災法の定めるところによる。 

   第12章 不服申立て 

（不服申立て） 

第80条 この規則の規定による配置転換、解雇及び懲戒に対して不服のある契約職員は、

理事長に対し、不服申立てをすることができる。 

附 則 

１ この規則は、2023年４月１日から施行する。 

２ 公立大学法人神戸市外国語大学契約職員就業規則（2007年４月規程第24号）は、廃

止する。 

附 則 

 この規則は、2023年 11月１日から施行し、2023年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規則は、2024年４月１日から適用する。 
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附 則 

この規則は、2024年７月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、2025年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、2025年７月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、2026年４月１日から適用する。 

別表第１（第 38条第３項関係） 

対象日 対象部署 就業時間 

授業実施期間 

（集中講義開講

期間を含む） 

経営グループ 12時 25分から 21時 10分まで 

総務グループ 12時 25分から 21時 10分まで 

学生支援・教育グループ 

（キャリサポート班を除く） 
12時 25分から 21時 10分まで 

学生支援・教育グループ キャ

リサポート班 
10時 45分から 19時 30分まで 

研究所グループ 国際交流班

のみ 
11時 00分から 19時 45分まで 

学術情報グループ 12時 55分から 21時 40分まで 

長期休業期間 
学生支援・教育グループ 

（キャリアサポート班を除く） 
９時 30分から 18時 15分まで 

 

別表第２ 年次有給休暇付与日数（第51条第１項関係） 

継続労働年数

（年） 

0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 

付与日数（日） １０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０ 

 

別表第３（第56条第２項関係） 

１週間の労働

日の日数 

５日以上 ４日 ３日 ２日 １日 

１年間の労働

日の日数 

217 日以上 169 日から 216

日まで 

121 日から 168

日まで 

73 日から 120

日まで 

48日から 72日

まで 

付与日数 10 日 ７日 ５日 ３日 １日 

 

別表第４（第57条第１項関係） 
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１ 有給休暇 

種類 付与要件 付与単位 

夏季休暇 １ ６月１日（以下「基準日」という。）現在在職する契約職員が願い出たとき

は、その年の夏季（６月１日から９月30日まで）において、次の区分により夏

季休暇を与える。 

【給与が月給制の者】 

⑴ 基準日において引続き在職期間が２年以上の者 ５日 

⑵ 基準日において引続き在職期間が１年以上２年未満の者 ４日 

⑶ 基準日において引続き在職期間が１年未満の者 ３日 

【給与が時給制の者】 

⑴  年間の所定労働日数が200日以上のとき 

 ① 基準日において引続き在職期間が２年以上の者 ５日 

 ② 基準日において引続き在職期間が１年以上２年未満の者 ４日 

  ③ 基準日において引続き在職期間が１年未満の者 ３日 

⑵  年間の所定労働日数が150日以上200日未満のとき 

  ① 基準日において引続き在職期間が２年以上の者 ４日 

  ② 基準日において引続き在職期間が１年以上２年未満の者 ３日 

 ③ 基準日において引続き在職期間が１年未満の者 ２日 

⑶  年間の所定労働日数が100日以上150日未満のとき 

  ① 基準日において引続き在職期間が２年以上の者 ３日 

  ② 基準日において引続き在職期間が１年以上２年未満の者 ２日 

  ③ 基準日において引続き在職期間が１年未満の者 １日 

２ ただし、基準日以降に採用された者については、下記のとおりの日数とす

る。 

⑴ ６月２日から７月１日 上記の日数に５分の３を乗じて得た日数（端数は

四捨五入） 

⑵ ７月２日から８月１日 上記の日数に５分の１を乗じて得た日数（端数は

四捨五入） 

３ 前２項の規定にかかわらず、引き続き１月以上欠勤中の契約職員には、夏季

休暇を与えないものとする。 

４ 業務上の都合等により、夏季休暇を９月30日までに与えることができない契約職

員については、理事長の承認を得て、10月31日までその期間を延長することができ

る。 

１日・半日 
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５ 給与が時給により支給されている契約職員のときの付与単位は、１日のみと

し、申請した日にあらかじめ割り振られている所定労働時間分の休暇取得とす

る。 

６ なお、１日の労働時間が７時間45分未満の契約職員は、半日単位で取得する

ことができない。 

忌服休暇 １ 契約職員が親族の喪にあったときは、願い出により次の区分により忌服休暇を

与える。 

⑴ 配偶者及び１親等の血族 ７日間 

⑵ ２親等の血族及び１親等の姻族 ５日間 

⑶ ３親等の血族及び２親等の姻族 ３日間 

⑷ ４親等の血族 １日 

２ 前項の規定の適用において生計を一にする１親等の姻族については、１親等の

血族に準ずるものとする。 

３ 葬祭のため遠隔の地に赴く必要があるときは、第１項に定める日数に実際に要

した往復日数を加算することができる。 

４ 第１項の親族が遠隔地において死亡したときは、その死亡の日から契約職員が

死亡の事実を知った日の前日までの日数は、同項の期間に算入しない。 

５ 第1項の忌服期間中であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、忌服

休暇を与えない。 

⑴ 病気その他の事故により、欠勤中のとき。 

⑵ 事務の都合により労働を命ぜられたとき。 

６ 前各項の規定にかかわらず、引き続き１月以上欠勤中の契約職員には、忌服

休暇を与えないものとする。 

１日 

結婚休暇 １ 契約職員が結婚するときは、願い出により週休日及び職員の休日を除いて７日

間の結婚休暇を与える。 

２ 前項の規定にかかわらず、引き続き１月以上欠勤中の契約職員には、結婚休暇

を与えないものとする。  

１日 

出生サポ

ート休暇 

１ 契約職員（１週間の労働日が３日以上とされている者又は週以外の期間によっ

て労働日が定められている者で１年間の労働日が121日以上であるものに限る。）

が、不妊治療に係る通院等のため労働しないことが相当であると認められる場

合、願い出により一の年度につき５日（当該通院等が体外受精又は顕微授精に係

るものである場合にあっては、10日）の出生サポート休暇を与える。 

１日・半

日・１時間 

産前休

暇  

１ 出産予定の女性職員が産前の休養を請求したときは、その予定日以前８週間

(多胎妊娠のときにあっては、14週間)の産前休暇を与える。ただし、出産が出産

予定日より遅れたときは、出産予定日の翌日から出産日までの間も産前休暇とす

１日 
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る。 

産後休

暇  

１ 出産した女性職員には、産後の休養として、出産日の翌日から起算して８週間

の産後休暇を与える。 

１日 

出産補助

休暇 

１ 男性職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）が出産する場合で、出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、

出産時の付添い、出産に係る入院中の世話又は子の出生の届出等のため労働しな

いことが相当であると認められるときは、その男性職員に対し、願い出により、

出産日の前後各２週間を通じ、３日の出産補助休暇を与える。 

２ 前項の規定にかかわらず、引き続き１月以上欠勤中の契約職員には、出産補助

休暇を与えないものとする。 

１日・半日 

・１時間 

育児参加

休暇 

１ 育児参加休暇は男性の契約職員（１週間の労働日が３日以上とされている者又

は週以外の期間によって労働日が定められている者で１年間の労働日が121日以

上であるものに限る。）の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の８週

間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から該当出産の日以後１年を経

過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始

期に達する日までの子（配偶者の子を含む。）を養育する男性の契約職員が、こ

れらの子の養育のため労働しないことが相当であると認められるときは、願い出

により与え、その日数は週休日及び契約職員の休日を除き、週の期間によって労

働日が定められている契約職員については、１週間の労働日の日数、週以外の期

間によって労働日が定められている契約職員については、１年間の労働日の日数

に応じて、下表のとおりとする。 

 

１週間の労働日 

の日数 

５日以上 ４日 ３日 

１年間の労働日 

の日数 

217日以上 169日から 

216日まで 

121日から 

168日まで 

付与日数 ５日 ４日 ３日 

 

 

１日・半

日・１時間 

 

※ただし、

労働日１日

あたりの労

働時間が７

時間45分以

外の契約職

員について

は、付与単

位を、１

日・１時間

とする。 

 

 

子の看

護等休

暇  

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下「当該子」という。)

を養育する職員が、当該子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世

話、疾病の予防を図るために必要なその子の世話、感染症に伴う学級

閉鎖等によりその子の世話を行うこと、又はその子の教育若しくは保

育に係る行事（入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ず

る式典）への参加をいう。)のため労働しないことが相当であると認められる

１日・半

日・１時間 
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ときは、願い出により一の年度につき当該子一人につき５日、二人以上のときは1

0日の子の看護等休暇を与える。 

介護休

暇  

１ 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者（以下「要介護者」

という。）を介護する職員が、その介護又は通院の付き添いその他世話のため勤務

をしないことが相当であると認められるときは、願い出により一の年度につき要介

護者一人につき５日、二人以上のときは10日の介護休暇を与える。 

１日・半

日・１時間 

２ 無給休暇 

種類  付与要件  付与単位 

健 康 支 援

休暇  

１ 次の各号のいずれかに該当する業務に従事する女性職員が生理日に休養を

願い出たときは、健康支援休暇を与える。 

⑴ 大部分の労働時間が立ち作業又は下し作業を必要とする業務 

⑵ 著しく精神的又は神経的な緊張を必要とする業務 

⑶ 任意に作業を中断することができない業務 

⑷ 運搬、けん引、持ち上げその他相当の筋肉的労働を必要とする業務 

⑸ 身体の動揺、振動又は衝撃を伴う業務 

２ 前項の規定にかかわらず、生理日の就業が著しく困難な女性職員が休養を願

い出たときは、健康支援休暇を与える。 

１日・半日・

１時間 

 


